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　7月上旬に、65歳以上の人へ介護保

険料の通知書を郵送します。納付方

法と納付金額を確認してください。

納付方法は、受給している年金から

天引きされる「特別徴収」と、納入通知

書か口座振替による納付の「普通徴収」

があります。

　10月から3月までの6か月間の保険

料を「介護保険料（本徴収）決定通知書

兼特別徴収開始通知書」によりお知ら

せします。決定した平成23年度の年間

保険料から4月～9月までの仮徴収分

を差し引いた額が10月・12月、平成24

年2月の3回に分けて天引きされます。

　7月8日（金）14時から、逗子から葉

山方面へ向かう下り車線として桜山

隧道の供用を開始します。

　今まで上下線一体型で使用してい

たトンネル部分が上下線分離型にな

り、7月8日14時以降、新桜山隧道は

上り車線専用に切り替えられ、葉山

から逗子方面へ向かう車両を通しな

がら歩道拡幅などの工事をします。

通行に注意してください。

問合せ　

　　県横須賀土木事務所道路都市課

　　☎853-8800

●特別徴収の人へ

●普通徴収の人へ

　7月から3月までの9か月間の保険料

を「介護保険料（本徴収）納入通知書」

によりお知らせします。決定した平

成23年度の年間保険料から4月から6

月までの仮徴収分を差し引いた額に

なります。納入通知書により指定さ

れた金融機関で納付をお願いします。

なお、口座振替を申込んでいる人は、

指定口座から引き落としとなります。

　65歳到達時、転入時または所得更

正などの理由により年金からの天引

きが止まってしまった時は、当初「普

通徴収」ですが、4月に年金（老齢福

祉年金を除く）の受給があり、年金の

年額が18万円以上で、4月1日時点で

町に住民登録がある人は、原則とし

●普通徴収から特別徴収へ
　の切り替え

て 10 月から「特別徴収」に切り替わり

ます。

　その場合、7月から9月までの3か月

間の保険料は「普通徴収」となり、「介

護保険料（本徴収）納入通知書」により

お知らせします。納入通知書により

指定された金融機関で納付をお願い

します。なお、口座振替を申込んで

いる人は、指定口座から引き落とし

となります。その後の10月から3月ま

での６か月間の保険料は「特別徴収」に

切り替わり、受給されている年金か

ら天引きされます。詳細は「介護保険

料（本徴収）決定通知書兼特別徴収開

始通知書」によりお知らせします。

◆災害、失業、倒産などで保険料を

納めることが困難な場合は、保険

料の減免が受けられる場合があり

ますのでご相談ください。

問合せ

　　福祉課　☎内線232～234

ずいどう

ずいどう

桜山隧道通行再開
ず い ど う

65歳以上の人の介護保険料のお知らせ
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葉山町役場　〒240ｰ0192　葉山町堀内2135　　☎046 ー 876 ー 1111（代）　　 046 ー 876 ー 1717（代）　　

　総務省では、経済的な理由で地デジ対応が困難な世帯 ( 生活保護世帯などでＮＨＫ受信料が全額免除の世帯や、世帯全員が

町民税非課税の世帯 )へ、簡易チューナーの無償給付などの支援をしています。

　申込受付は7月24日まで（消印有効）となっています。詳しくはお問合せください。

問合せ　総務省地デジチューナー支援実施センター

【ＮＨＫ受信料全額免除の世帯は】　☎0570-033840

【町民税非課税の世帯は】　　　　　☎0570-023724

デジサポ（総務省テレビ受信者支援センター）が地デジに関するご相談を受け付けます。

地デジ対応が困難な世帯への支援

日にち 場　所 時　間

7月2日（土）、3日（日）、18日（月・祝）、20日（水）～23日（土）

7月1日(金)、19日(火)
9時30分～17時

福祉文化会館1階ロビー

町役場1階

上記以外の日は相談員がいませんが、町役場1階にデジサポ直通電話を設置します。

①新しいテレビを購入した販売店に引取りを依頼する。

　新しいテレビの購入時、または以前に買った購入店に処分するテレビの

引取りを依頼してください。（引取り料金は販売店、購入店にお問い合わ

せください）

②町の許可を持っている業者に引取りを依頼する。　　　　　

・町の許可を持っている引取り業者

③製造業者が指定する下記の指定引取り場所へ直接持ち込む。

・指定引取り場所　

テレビの適正な処分の仕方テレビの適正な処分の仕方

(株)神中運輸
鎌倉市大町4－1－35
　　　　☎0467－22－2205

(株)マルコ
横須賀市浦郷町５
　　　　　　☎046－869－5001

日本通運(株)横浜南営業所　磯子物流センター事業所
横浜市金沢区鳥浜町14－18
　　　　　　　☎045－774－1449

(株)東産業　佐原事業所
横須賀市佐原4－404-18
　　　　　　　☎046－833－7956

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、ごみなどを不法投
棄すると５年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または懲
役と罰金が両方科せられることになります。
　町でも、不法投棄防止のため、パトロール等を実施しています
が、町民の皆さんの監視等は、さらなる不法投棄の防止につなが
ります。
　もし不法投棄をしている人や、不法投棄物を発見した場合は下
記の連絡先までご連絡ください。

不法投棄は

犯罪です！！

絶対に

許しません！！

不法投棄している人を見つけた場合は・・・葉山警察署　☎046－876-0110
不法投棄物を発見した場合は・・・・・・・葉山町役場環境課　☎内線 452

※家電リサイクル券の費用の他に引取り手数料がかかります。（事前の家電リサ
イクル券の用意は必要ありません）

※上記の場所に持込みをする場合は、郵便局でリサイクル券を用意してから持込
みをしてください。（引取り手数料は無料です）

広
報
は
や
ま
7
月
号

地デジに関する臨時相談コーナー
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ベランダ de キエーロ　販売開始します

ごみへらし隊に
参加しませんか？

ごみ新方式意見交換会
約300人が参加

7月1日より、生ごみ処理機割引販売の対象に「ベランダdeキエーロ」が追加されます。
●ベランダ deキエーロの使い方

・本体容器に黒土約80㍑を入れて使います

・生ごみを埋めると土中の微生物が分解します

・土の交換や分解促進剤は不要です

・処理能力は1日500㌘が目安

・正しく使えば、臭いや虫の心配もありません

●購入方法

・役場3階環境課で申請

・価格　1000円/台

　ごみへらし隊は、平成21年4月から活動している町のボラ

ンティアスタッフです。月に2回程度の会合を重ね、「ごみっ

ぺらし通信」の発行や分別パネルの作成、スーパー前での生

ごみ処理機展示PRなど、メンバーの「それぞれができること」

の力を合わせ、自由なアイデアで活動しています。「あなたの

できること」をごみへらし隊の力に活かしてみませんか？

～例えばこんなこと～

○　ごみっぺらし通信の配布

ごみへらし隊が１～2か月に1回程度発行する「ごみっぺらし

通信」をご近所、サークル、知人などに配布できる人

○　パソコン作業が好き

会合の記録やごみっぺらし通信のレイアウト作成などに興

味がある人

○　人と話をするのが好き

生ごみ処理未経験者の相談や分別の説明など

その他、ごみへらしに関心がある人

※会合への参加は自由。「配布だけ」なども可。

＜参加方法＞

事務局の役場環境課へ「ごみへらし隊参加希望」として　①氏

名　②住所　③連絡先（電話・Eメール）　④活動したい内容

（配布希望など）を明記のうえお申込みください。こちらから

ご連絡いたします。☎内線451 　 876－1717 

メール kankyou@town.hayama.lg.jp

　5月20日から「ごみ半減の方策と現状」と題した意見交換会を

町内7か所で開催し、約300人が参加しました。

　町から、戸別収集・資源ステーションという収集方式の概要

や、併せて導入を検討している燃やすごみの指定袋制について

町の狙いやモニター実験の結果などをお話した後、会場との意

見交換をしました。

　参加者からは、資源ステーションの選定方法、戸別収集の出

し方、指定袋の対象として検討しているごみの種類など具体的

なご質問から、住民周知、不法投棄対策などの進め方について

まで様々なご意見をいただきました。いただいたご意見は、ご

み半減達成にむけた施策の参考とさせていただきます。

問合せ　環境課　☎内線451

※当日の持ち帰りはできません。

　後日引渡し・または配達になります。

●実演会開催します

場所　役場正面玄関脇　30分程度を予定

7月4日（月）15時30分から　

7月7日（木）15時30分から

7月12日（火）10時30分から

7月20日（水）15時30分から

問合せ　環境課　☎内線451

幅90cm×高さ78cm×奥45cm

※7月４日は14時から教育総合センターで生

ごみ処理実践者の交流会もあります

　ごみへらし隊による実物を使ったごみ分別学習会もやっています。
お気軽にご参加ください。
7月23日(土)10時～11時30分（プラスチックの分別など）
7月27日(水)13時30分～15時（紙の分別など）
場所　教育総合センター研修室　※申込み不要

下山口会館下山口会館

木古庭会館木古庭会館

長柄会館長柄会館

福祉文化会
館

福祉文化会
館

堀内会館堀内会館

一色小新館一色小新館

上山口会館上山口会館
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　東日本大震災により住宅が被災し、

居住することが困難になった人と原

子力災害のため避難指示等が出され

ている人で、葉山町公共下水道処理

区域内で下水道に接続している家屋

に避難し、居住している人がいる世

帯を対象とし、下水道料金の減免を

実施します。

１減免の内容　

　下水道料金のうち、一部（基本料金）

または全額免除

２減免の適用期間

　7月から10月はハチの活動が活発に

なります。黒い服（目や髪も）や甘い

匂い（化粧品も）に反応して寄って来

ることがありますが、手で追い払っ

たりせずにやり過ごしましょう。ま

たスズメバチの巣に近づくと、「カチ

カチカチ…」という警戒音を発する

ので、刺激しないようかがんで後退

してください。万一刺された場合は、

指などで毒をしぼり出し（口で吸わな

いこと）、冷水で冷やします。異変を

感じたらすぐに医師の診断を受けて

ください。

　スズメバチやアシナガバチは毛虫

や青虫を食べ、ミツバチは植物の受

粉を助ける益虫でもあり、いずれも

積極的に人を襲うことはありません。

巣に気づいたら近づかないようにし

て、そっとしておきましょう。ただし、

人の出入りの多いところに巣を作っ

た場合は、安全のために駆除した方

がよいでしょう。

◆スズメバチの巣の駆除に対しては、

助成制度があります。領収書・印鑑・

銀行の口座番号を用意し、役場3階の

環境課に申請してください。

対象者　巣のできた土地や建物を所

有または賃借し、駆除業者に駆除

を委託した人

助成額　かかった費用の2分の1（ただ

し、巣1個につき上限5,500円）

※駆除業者はタウンページやイン

ターネット等で探すか、（社）神奈

川県ペストコントロール協会☎

0120-064-643にお問合せください。

また、葉山町生きがい事業団☎877-

　1555でも駆除をしています。（ス

ズメバチは12,500円、それ以外は

　減免決定日から原則6か月間以内

（3期分）

３申請の手続き

　下水道課窓口にて「公共下水道使

用料減免申請書」に記入し提出

４申請に必要なもの

ア　印鑑

イ　り災証明書または被災証明書

（申請時に取得が困難な場合は、

被災時の住所を証明するものを

提出いただき、窓口で誓約書の

記入をしていただきますのでご

了承ください。）

※り災証明書と被災証明書は、原則、

後日提出していただくこととなり

ます。

ウ　本人（被災者）であることを確

認できる書類（健康保険証、運転

免許証、年金手帳等）

エ　下水道を使用している場所に

居住していることを証明できる

書類（住民票か賃貸契約書等）

問合せ　下水道課　☎内線362

7,000円）

問合せ　環境課　☎内線４５３

えきちゅう

ぶんぽう

ハチに注意！

東日本大震災で被災した人への下水道料金の減免について

スズメバチの巣

アシナガバチの巣

ミツバチの巣

球形で、表面にまだら模様がある

お碗を伏せたような形で、下側に六角形の穴（育房）がたくさんある

樹木の空洞や屋根裏などの閉鎖空間を好み、ロウで板状の巣を作る（5～6月ご

ろ、ミツバチの大群が一箇所に集まることがありますが、これは新しい巣への移

動（分封）です。2、3日でいなくなるので、そっとしておきましょう）

▼

アシナガバチの巣

▼

スズメバチの巣
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節電に関するお問い合わせ
神奈川カスタマーセンター　☎0120ｰ99ｰ5776
月～金（休祝日を除く）9時～19 時
土曜日（休祝日を除く）9時～18 時



「開館60周年 現代美術の展開　ザ・ベ

スト・コレクション」 

期間　7月23日（土）～10月2日（日）

　開館60周年を記念して、当館所蔵

のコレクションの中から1950年代以

後に制作された現代美術を展覧しま

す。また本展に合わせ全 5 回の連続

講演会「現代音楽の展開：1951－

2011」を開講します。第一線で活躍

する音楽家たちを招き、それぞれの

体験を踏まえつつ、音（サウンド）に

よる現代音楽の可能性について語り

つないでいく試みです。（詳細はホー

ムページで）

●学芸員によるギャラリートーク

日時　7月29日（金）、8月5日（金）　　

　　　14時～15時

開館時間　9時30分～17時

　（入場は16時30分まで）

休館日　月曜日（祝日は開館）

　　　　展示替期間
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「視覚の実験室　

　モホイ＝ナジ／イン・モーション」

期間　7月10日（日）まで

　20世紀美術に「新しい視覚（ニュー・

ヴィジョン）」をもたらしたハンガリー

出身の芸術家、モホイ＝ナジ・ラース

ロー（1895-1946） の全貌を紹介する日

本初の個展。国内初公開となる遺族

所蔵のコレクションを中心に、約300

点の作品・資料を展示します。

［関連企画］※申込不要、無料（要観覧券）

●パフォーマンス

出演　白井剛（振付家 /ダンサー）

日時　7月2日（土）15時～16時

●ゲスト・ギャラリートーク

講師　金子隆一（東京都写真美術館

専門調査員）

聞き手　水沢勉（当館館長）

日時　7月3日（日）15時～16時

講師　佐藤忠男（映画評論家 / 日本

映画大学学長)

日時　7月9日（土）14時30分～15時30分

　2011年防火ポスターコンクールを
開催します。奮って応募してください。
対象　町内の小学4年生
募集内容　火災予防ポスター
題材　標語入りとし、内容は防火に
関することであれば何でも可。標
語は自由です。平成23年度全国統
一防火標語『消したはず　決めつけ
ないで　もう一度』としても可。

用紙　画用紙　四つ切サイズ（38cm×
　54cm）縦・横 自由、作品の裏側に
学校名・学年・クラス・氏名を記載。

画材　絵の具　ポスターカラー　色
鉛筆など自由。（版画は除く）

※個人制作限定（共同制作不可）
締切　9月7日（水）
審査会　9月中旬に審査会を開催し
次の賞を選考します。
　最優秀賞　（町長賞・議長賞）各1人
　優秀賞　　（消防長賞）　3人
　優良賞　　（葉山町危険物安全協会
長賞）　5人
※審査結果は、広報はやま11月号
　に掲載します。
※応募作品は、秋季火災予防週間に
合わせ、教育総合センター学びの
広場で開催予定の作品展で展示し
ます。

提出先・問合せ　消防本部
　☎876-0119　内線323

近代美術館 葉山からのお知らせ 葉山警察署からのお知らせ
☎875-2800   　 875-2968 ☎876-0110

●夏休みの少年の非行・犯罪被害防止

　夏休みは、海水浴やキャンプなど

を親子で楽しむことのできる絶好の

機会です。その反面、開放感から万

引き、自転車窃盗などの非行、深夜

徘徊・飲酒・喫煙といった不良行為、

ケータイ・ネットを通じての犯罪被害

に遭うことが心配される時期でもあ

ります。この夏休みは、親と子がふ

れあい、「心」を伝え合う対話の機会

を多く作っていきましょう。

●夏期における水難の防止

・海水浴を楽しむ皆さんへ

　高波の中での遊泳、飲酒後や睡眠

不足時の遊泳、遊泳区域外での遊泳

はやめましょう。地震発生や津波注

意報・警報が発令された場合は監視

員の指示に従いましょう。

・川や湖で水遊びをする皆さんへ

　流れの速い場所や急に深くなる場

所での水遊びはやめ、子どもさんか

らは絶対に目を離さないでください。

●警察官採用試験のご案内

郵送受付

　7月27日（水）～8月16日（火）

インターネット

　7月27日（水）～8月11日（木）17時

※資格加点申請者は、郵送による申

込みのみとなります。

第1次試験日　9月18日 ( 日 )

会場　青山学院大学相模原キャンパス

　詳しくはお問合せください。

問合せ　☎0120-03-4145（採用案内）

防火ポスター募集

はいかい


